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添付資料３．詳細協議議事録 

 

訪問先 MIMRA Work shop 

面談者 ＯＦＣＦ 高橋 啓三氏 

調査団 石井 優一 

同席者 ＯＦＣＦ 越後氏 

日 時 1 月 22 日 午後 1 時～2 時 50 分 

記録者 石井 優一 
内容 
ＯＦＣＦのこれまでのＭＩＭＲＡ所属船修理経緯 
 
１．これまでＦＩＤＡＰＩＮプロジェクトで実施した整備内容 
（１）LAINTOK 号 
概要：建造 2002 年 2 月 日本政府 水産無償資金協力 
主目的：マジュロ 離島間魚輸送 
主要目：全長 16.11 m 幅 3.66 m 深さ 1.41 m  
国際トン数 14.0 トン、積載重量 7.9 トン 
      360 馬力/2200rpm 
主要修理内容：潤滑油の供給不足によるクランクメタルの焼け付きによるシリンダヘッド割
れ（脚出し）に伴うエンジンの換装。ヤマハ ME629TIH(HM90)から 6CX-GTYE(YX-71-1)に換装
を行う。これに伴う、シャフトおよびプロペラの交換 
エンジン換装時に同機種を導入しなかった理由として、旧エンジンでは機関室内でのシリン
ダヘッドのオーバーホールが出来ず、上架してブリッジ部を取り外しエンジン換装。 
今後の OH が容易なようにエンジンを換装した。 
その他の故障：オーバーヒートによる機関焼け付け。 
故障原因；メンテナンス不足（オイル量チェック忘れ） 
     オーバーヒート （フルスピードによるオーバーヒート警告ランプ点燈無視） 
事故防止対策：始動時点検の徹底、3/4 出力運転の徹底,冷却水温度監視の徹底しその後事故
は発生していない。 
 
（２）LENTANIR 号 
概要：建造 1999 年 2 月 財団法人海外漁業協力財団 
主目的：マジュロ 離島間魚輸送 兼 漁業普及船 
   主要目：全長 16.11 m 幅 3.66 m 深さ 1.41 m  
国際トン数 14.0 トン、積載重量 7.9 トン 
      410 馬力/2250rpm 
主要修理内容：オーバーヒートによる機関焼け付け。 
故障原因；メンテナンス不足（オイル量チェック忘れ） 
     オーバーヒート （フルスピードによるオーバーヒート警告ランプ点燈無視） 
事故防止対策：始動時点検の徹底、適正常用回転数での運転、冷却水温監視の徹底しその後
事故は発生していない。 
 
留意事項について 
・エンジンは出来る限り機関室内でオーバーホールが可能な形状とする。 
・搭載機器については出来る限りシンプルなものが望ましいが、既にマーシャル水域は電子海

図化されており、ＧＰＳとプロッタとの連動するものが望ましい。既存船についてはＭＩ
ＭＲＡ資金により電子データ購入し利用中。 

・舶用アルミ窓でも腐食が起きており、材質に十分留意する。 
・表面水温も 28 度程度と高く、機関室内温度が上昇しやすいことから、バッテリーの寿命が

極端に短い。係船中も室内温度がかなり上昇することから換気に十分配慮することが肝要
である。 

・樹脂類は、紫外線による劣化に強い材質を厳選する必要がある。 
・キングストンおよび海水経路には石灰質が 1 年でかなり付着する。機関室内配管は適宜フラ

ンジを設けるなどして安易に清掃できる形状とする。 
・同様の理由から海水直冷式は避けることが必要である。 
・外洋域を航行することになるので、ライフラフト、緊急遭難信号浮標は必需である。 
・夜間に環礁域でのアクセスする場合もあることから、サーチライトは必需である。 
・配電盤、スイッチ類、注意書き等銘板については英語標記を徹底する。 

以 上
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訪問先 港湾公社（MIPA, Marshall Islands Port Authority） 

面談者 社長代理 Joe Tiobech  

調査団 山田 

同席者 Terry（海洋資源公社） 

日 時 1 月 22 日（火）1000、1 月 24 日（木）1130 

記録者 山田 

内容 
１・港湾公社の業務内容について 
（）収入は接岸係留料、パイロッテジ、荷役料、保管料など 
（）ウリガドックは内航船用である、タンカーと外国漁船は例外的 
（）デラップドックはコンテナ、外国漁船等の外航船用 
（）パンフレットはない 
（）ラグーン内の海底は安定しているので浚渫をしたことはない 
（）技術者は当社にはいない、公共事業省にのみ 
２・ウリガドックについて 
（）1990 年頃に建設された 
（）周辺の深浅測量及び土質調査の結果はない 
（）建設時は発破を使用して硬岩を除去した 
（）腐食していた浮桟橋の係留杭を 1 本取り替えたので、問題は解決した 
（）係留料は海洋資源公社も払っている 
（）サイトにある空き地には新しい倉庫を建設する予定である 
３・当該事業について 
（）当該事業については聞いているが、具体的な内容については知らない 
（）海洋資源公社専用の水産センターができても、競合はしない、ただし、全域の安全・保安
上の管理は港湾公社である 
（）浮桟橋を既存ドックに設置するのは、両公社の管理上難しい、また、運搬船の係留には小
さすぎる 
４・土地問題について 
（）ドックの取付け部分はリース契約により港湾公社が管理している 
（）水際の境界は HWL である 
（）既存ドックは埋立地なので国・港湾公社が使用権を有す、ただし、使用停止すると、隣接
する土地所有者のものとなる 
 

以 上
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訪問先 環境保護局（Environmental Protection Authority：EPA) 

面談者 Mr. John Bungitak General Manager 

調査団 山田、土井 

同席者  

日 時 2008 年 1 月 22 日（火） 15：00～16:00 

記録者 土井 

内容 
環境保護局の局長に面会し、予備調査の目的を説明した。その上で、本要請内容に対する環

境保護局としての見解を得た。また、今後行う収集に関する協力を依頼した。得られた情報の
概要は下記のとおり。 
１．本計画について 
・MIMRA 側からは計画の内容についての説明をまだ受けていない。 
・埋め立て面積、及び埋め立てに必要な砂の量（10,000  ）から考えると、計画自体は大規
模な開発には相当しない。 

・計画を実施に移す際には、事業実施者となる MIMRA 側が、マーシャル国の EIA 規則にのっと
って EIA を行う必要がある。 

・計画の詳細を見ないと分からないが、本計画の実施による環境への重大な影響はないと考え
る。 も注意が必要となることは、市場建設による排水がラグーン内の水質を悪化させない
ようにすることである。 

 
２．埋め立て用の砂について 
・埋め立て用の砂について、採取が禁止された等の情報が流れているが、環境保護局として砂

採取を禁止する等の規則は制定していない。 
・現在、新聞紙上で報道されているのは、建設業者が許可された範囲外で砂を採取したため、
これを止めさせた処置がひとりあるきした状態になったものである。 

・いずれにしても、砂を採取する業者は、採取の際に EPA に申請し許可が得られれば砂を採取
できる。 

 
３．今後の情報収集について 
・EIA についての情報は、沿岸域・陸域管理課（Coastal and Land Management Department）
の Mr. Finlay を紹介するので、同氏から関連情報を得て欲しい。 

以 上
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訪問先 Won Hai Shien（計画地の後方にある台湾レストラン） 

面談者 Won Hai Shien のオーナー  

調査団 山田、土井 

同席者 吉村（マーシャル国協力隊 OB で同地に在住） 

日 時 2008 年 1 月 23 日（水） 11：45～12:15 

記録者 土井 

内容 
計画地の後方で台湾レストランを経営するオーナーと面会し、計画に対する意見、及び土地

所有に関連する情報を得た。 
１．本計画について 
・計画については、まだ知らされていない。 
・計画が実施に移された場合、魚市場建設の建設に異論はない。 
 
２．土地所有について 
・現在店がある場所は、土地所有権者と借地契約を交わし、土地の利用権が与えられている。
（政府の土地ではない）。 
・この場所でレストランを開業して 7 年目にあたり、土地所有権者との借地契約はすでに、15

年以上におよんでいる。現在の借地料は年間 5,000US ドルである。 
・土地所有権者は、下表の 3 名である。 

名前 備考 

Ms. Nena Neri 土地所有権の2/4を持つ。高齢の女性。 

Mr. Charlie Muller 
土地所有権の1/4を持つ。40歳程度の男性。 
元Ministry of Public Worksの役人。 

Ms. Maddison 土地所有権の1/4を持つ。高齢の女性。 

以 上
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訪問先 海洋資源公社  船舶担当 沿岸漁業官 

面談者 Mr. Tino Debraum 

調査団 なし 

同席者 OFCF 越後氏 

日 時 2008 年 1 月 23 日 11:00～12：00   

記録者 石井 

内容 
配船について 
現在ＭＩＭＲＡの集荷船は以下のルートで集荷している。 
F/V JOLOK (船外機船) マジェロ→アルノ (専属) 週 2-3 回 
F/V ALELE (ウリガにて上架修理中) 要補足調査 
F/V LEINTOK  
F/V LENTANIR  
計画では、２船ローテーションを行いながら以下の 2 航路を集荷中  
マジュロ→マロエラップ→マジュロ(月２回どちらかの船が寄港) 
マジュロ→ジャルート→マジュロ(月２回どちらかの船が寄港) 
マジュロ→マロエラップ→クワジェリン（月１回） 
実際は、離島地域の天候不良などの理由により出漁できない場合がある。 
2008 年の運行予定表については後日資料を提出してもらう。 

以 上

 
 

訪問先 ＭＩＭＲＡ  副代表 (沿岸漁業担当) 

面談者 Mr. Danny Jack 

調査団 岸本団員 

同席者  

日 時 1 月 23 日 13:30   

記録者 石井 

内容 
集荷の現状確認 
現在 クワジェリン（イバイ）の船が老朽化のため離島間の航行が不能となっている。１船
クワジェリンを基地とする集荷船を配置したいのだが、現在はマジュロの船をジャルートに
配船して急場を凌いでいる。このことにより、マジュロを基点とする集荷体制は脆弱となら
ざるを得ない状況にある。かかる理由から、日本政府にマジュロに配置する船の要請を行っ
た。 
新船を導入することにより以下の集荷体制が可能になると考えられる。 
 
2008 年予定  

航路 現状 将来 

マジュロ→アルノ 週３回 週３回 

マジュロ→マイロラップ 月２回 月３回 

マジュロ→ジャルート 月２回 月３回 

 
漁船関連予算の提供を依頼した。 
 

以 上
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訪問先 運輸交通・通信省(uliga) 

面談者 Secretary Mr.Wifber Allen 

調査団 山田 

同席者 なし 

日 時 2008 年１月 24 日 15:00   

記録者 石井 

内容 
船の登録および安全関連について 
1.船の登録および船員資格概要 
自国船の登録カテゴリーは登録船長により以下の 3 種類に分類される。それぞれのカテゴリ
ーにより乗員が規定されている。 
0-16feet とくに乗員の規定はない。 
16-33feet 沿岸域限定の船長であること 
33feet 以上 国内離島間 船長資格者および 2 名船員資格者 
それぞれのカテゴリーによって乗員が規定されている。 
マーシャル船籍所得には所定のフォームを提出し、省の検査を受けることが条件となる。 
なお、船員の資格および再教育は 2 年間に 1 回実施される。 
2．船の仕様について 
全て、ＩＭＯ（International Marine Organization）の規定する安全基準を満たすものとす
る。 
3．定期点検について 
定期点検は、船主の自主としており、登録時のほかは不定期に実施している。 
 
後に申請用紙、法規を収集予定。 
 

以 上
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訪問先 海洋資源公社 

面談者 Mr. Glen Joseph 代表 Ms. Florence T. Edwards  

調査団 岸本、山田、土井、石井 

同席者 OFCF 越後専門家 

日 時 10:00～12:00 15:00～16:30   

記録者 石井 

１．会議主旨 要請内容の確認 
以下は代表への確認事項である。 
(1)土木 
１)護岸    埋め立て後の浸食対策として必要である。ただし小型船が着けるように階段

型の護岸部を設ける。また、荷役のために手動のデリックブーム（荷釣り用）
を設ける。 

２)埋め立て  施設を建設するために必要である｡ 
３)ポンツーン 海域を考慮すると必要ない。 
４)既存ポンツーンの修復：既に港湾公社により修理されており必要なし。 
５)舗装    舗装(駐車場を含む)が必要である。 
６)排水溝   屋根部雨水収集および路面部排水は必需｡ 
 
(２)建築 
１)市場施設  必需ただし規模は今後の調査で実施する 
２)製氷機   １トン型 フレークアイス１基 流通用とする｡ 
        プレートアイス製氷機については既存機器の移設を考慮する。 
３)貯氷庫   製氷規模に応じて大きさを検討する。 
４)冷蔵庫   チルド温度帯、魚の他に漁民用の魚保管用、将来漁民用の餌、離島から集荷

した野菜（タロ芋等）も対象とする。 
５)受水槽   天水を中心とした利用となることから、受水槽は５トンでは不足容量を計画

規模に合わせて大きくする。 
６)公衆便所  周辺環境を清潔に保つために必需｡ 
７)排水処理  基本的に下水管に接続するが、事前処理を行う。 
８)外灯    安全のために必要｡ 
９)フェンスおよびゲート  マーシャル側の負担とする。 
１０) 場内配電気    一部電力をソーラーで補うようにして欲しい。 
１１) 廃棄物処理用スペース 
    分別ゴミ集積場、集荷用資材（大型ゴミ箱等） 
 
（３）機材 
１)FRP 集魚船 
集荷拠点は、クワジェリン環礁イバイとマジュロの２箇所で行っており、それぞれの集荷拠
点で魚の集荷から販売までを完結している。 
２隻を要請した理由： 
マジュロの既存船は２つのカテゴリーに分けられる。 
１つはアルノ環礁から30マイル比較的近距離から魚を運搬する船外機船1隻および小型船内
機船。もう 1 方は、100-250 マイル離れた離島から魚を運搬する 16m 型運搬船 2 隻である。 
要請の運搬船は、既存の 16m 型運搬船と同様に 100－250 マイル離れた離島から魚を集荷する
ものである。 
理由１：現在のマジュロの魚需要に対応するためおよび離島の収益を増加させるため現在各
離島に月 1 回の集荷を月 2 回までのペースに増やしたい。 
理由 2: ナムレック、ミレ、アイルックの 3 離島への集荷も将来実施したい。 
理由 3：現在クワジェリン環礁イバイを基地としている IELAP 号(1984 年無償資金協力)が船
体の老朽化のため集荷が不能な状況となっている。MIMRA は、既存船１隻をイバイに再配置す
る計画を考慮したが、マジュロでは現状でも需要に応えられない状況であり、再配置を断念
した。 
 
2隻の運搬船が導入された場合は、既存船16m型１隻はクワジェリン環礁イバイに配置換えし、
既存船 16ｍ１隻と 2 隻の新運搬船の 3 隻でアルノを除く離島から魚を集荷する計画である。
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２）市場用機材 
① 魚箱 離島での集荷、マジュロでの流通に利用 
② 秤  大型秤および小売用秤 
③ 市場用魚販売テーブル （氷を利用し展示販売可能な台） 
④ 魚受け入れテーブル （ソーティング用テーブル） 
⑤ 魚加工テーブル (簡易な加工用) 
⑥ バンドソー 
⑦ スライサー 
⑧ まな板 
⑨ ナイフ等（これらについては協議し、マーシャル側が準備することとした） 
⑩ 無線機ＳＳＢおよびＶＨＦ（集荷船との交信用） 
 
(2) 確認事項 
施設について 
1) 既存施設と新市場との役割分担 
① 既存施設の問題点 
 ・マジュロ住民がアクセスしにくい場所にある 
 ・場所が狭い 
 以上の理由から、マジュロにおける市場販売市場の役割よりも離島からの魚の受け入れ流
通施設として機能していた。 
② ウリガ市場の利用方法 
・現在の販売機能は全てウリガに移管する。これまでのように売りに行くのではなく、新

市場に買いに来てもらうようにしたい。 
③ 既存の施設の利用計画 
加工施設はそのまま残し、燻製、調理等の指導用施設として使う。 
桟橋は修理、整備用係船場として利用する。 

④ 将来計画 
SPC 支援による FADｓ(漁礁)の設置も計画しており、零細な漁民による浮魚の漁獲量も増大

させ、新市場での販売を計画する。今後は価格も含めて再検討を加える。 
 
2) 過去 TERON において設置されたマーケットの失敗理由 
・買い手は多かったが、マネージメントの脆弱 
3) 埋立用材（埋立土）と土地利用に関する話し合いを行った。 
4) 依頼および確認事項 
・ベースライン調査資料の依頼 
・新船が導入された場合の航行スケジュール 
・土地リース契約書入手（所有地の範囲を示す地図は後日提出するとのこと） 
・ステークスホルダーミーティング  
 ステークホルダー  水曜もしくは木曜 
 関係省庁レベルミーティング 木曜 
・山田 11 時より 収支の項目質問 （代表） 
・土井 フローレンス女史と共に初期環境調査レベルの調査を行う。 
・本計画が次の段階に進んだ場合、ＥＩＡの実施に必要な費用は MIMRA 側が責任を持って捻
出することを確認した。 

以 上
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訪問先 環境保護局（Environmental Protection Authority：EPA) 
沿岸域・陸域管理課（Coastal and Land Management Department） 

面談者 Mr. R.Andrew.O.Finlay  Environmental Advisor 

調査団 土井 

同席者  

日 時 2008 年 1 月 28 日（月） 10：30～12:00 

記録者 土井 

内容 
環境保護局の沿岸域・陸域管理課（Coastal and Land Management Department）を訪問し、

EIA 規則に関する情報を得た。得られた情報の概要は下記のとおり。 
１．マーシャル国の環境影響評価規則 
・開発事業を行う際には、事業者（Proponent）は基本的な設計デザインが決まった時点で、
環境保護局に予備提案書（Preliminary Proposal）を提出。 

・予備提案書には、開発計画の内容を記載し、図面と共に施設計画を添付し、開発にともない
想定される影響についても記す。その際、地主の同意書も添付する必要がある。 

・環境保護局は、事業者から提出された予備提案書を審査し、環境影響評価（Environmental 
Impact Assessment）が必要か否かを、事業者に通知する。 

・事業者は、EIA を実施する場合、コンサルタントに調査を委託することになるが、環境保護
局からの承認が必要となる。 

２．本計画における EIA の必要性 
・本計画についても EIA のプロセスにのっとって、事業者側（MIMRA）が EIA を行う必要があ
る。その手順は次のとおり。 

・MIMRA 側が予備提案書（Preliminary Proposal）を提出。 
・環境保護局による予備提案書の審査。 
・MIMRA 側による EIA の実施（コンサルタントを雇用して EIA を実施）。 
・環境保護局による EIA（案）の審査。 
・審査の後、建設許可、又は条件付きでの許可、又は不許可が事業者側に通知。 
３．EIA に必要な期間 
・通常３～４ヶ月。 
４．EIA を実施できるコンサルタント 
・コンサルタントの人材リストは、環境保護局が保有しているが、今のところマーシャル国に

は EIA を実施できるコンサルタントが存在しない。これまでの実績から判断すると、ニュー
ジーランドのコンサルタント会社が推薦できる。 

５．本計画を実施に移す場合の環境配慮事項 
・埋め立て用の砂をどこから確保するか、その検討が必要である。 
・その理由は、マーシャル国は、海面の上昇による水際域の侵食リスクが高くなっており、侵

食を防止するためには、波浪エネルギーの軽減機能を持つ、浅岸域の Reef の保全が必要だ
からである。 

・これまで、マーシャルでは、土地造成のための埋め立て用砂を、沿岸域の Reef 採取してき
た。その結果、Reef が持つ波浪エネルギーの軽減機能が失われてきている。 

・これらの現状に鑑み、土地造成のための埋め立て用砂は、ラグーン内から浚渫される砂の使
用を推奨するに至っている。これまでの調査から 30 フィートより深い場所は、サンゴの生
育が稀であるため、浚渫には問題がないと考えている。 

・Reef から生産された砂を使用する場合は、EIA を実施済みで EPA から許可された業者の砂を
使用する必要がある。 

６．JICA 環境社会配慮ガイドラインについて 
・ガイドライン全文（印刷したもの、及び PDF）を手交し、その概要を説明した。 
７．その他の情報 
・計画地の水域の海域生物調査(Marine survey)を行う場合は、マーシャル短期大学の海洋学
者である Dr. Dean Jacobsen の協力を得ることを勧める。 

・計画地の水域には、環境保護局の水質モニタリング地点があるため、詳細情報は水質モニタ
リングラボラトリー（Water Quality Monitoring Laboratory）担当者の Mr. Abraham Hicking
から入手することができる。 

以 上
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訪問先 PII(Pacific International Inc.) 

面談者 社長 Jerry Kramer 専務 Kenneth Kramer、部長 Bobby Muller 

調査団 山田 

同席者  

日 時 1 月 28 日（月）1030、2 月 1 日（金）1030、2 月 7 日（木）1400 

記録者 山田 
内容 
１・埋立用材について 
（）埋立用材について、現在係争中なので確答できない、・・・裁判所の調停で半年の延長を
認められた、これは次の掘削場所への移行期間である 
（）掘削禁止は、家屋建設に必須のブロック製作等への影響が大きい 
（）環境保護局（EPA）推奨のラグーン内の深い箇所からの浚渫は、機材がなく今直ぐには困
難であるが、今後採用する方針である 
（）現在の埋立用材の単価は、サイト渡しで 20$/yd3 である、因みに、海外から輸入した場合
は、その数倍になる 
（）いずれにしろ、当該事業に必要な量が 1 万 m3 と少ないので、供給に問題はない 
２・ウリガドックについて 
（）既存のドック建設時には、日本の建設業者の協力会社として実質的な建設を行った 
（）サイトにあるコーラルストーンは硬いが、発破やドリル等を用いれば鋼矢板は打設可能で
ある 
（）今のＬ型ドックは短く混雑しているので、Ｔ型にしたい 
３・海図など 
（）海図（1944 年と古いが唯一のもの）を入手 
（）建設に使用する潮位表は、気象局（豪州発行）のものである 

以 上

 

訪問先 海洋資源公社（Marine Resources Authority: MIMRA） 

面談者 Mr. Glen Joseph Director 

調査団 土井 

同席者 Ms. Florence T. Edwards, Chief Fisheries Officer 

日 時 2008 年１月 29 日（火）16：00～16：45 

記録者 土井 
内容 
JICA 環境社会配慮ガイドラインの内容を説明するとともに、1 月 21 日の打ち合わせ時に依

頼した、ステークホルダーミーティングの開催予定日について確認した。また、初期環境調査
(IEE)の目的を説明し、共同作業を行う担当者の配置を依頼した。 
１．JICA 環境社会配慮ガイドラインについて 
・ガイドライン全文（印刷したもの、及び PDF）を手交し、その概要及びマーシャル国側に求
められる要件を説明した。 

・本計画が実施に移された場合、マーシャル国の EIA 規則に従い、MIMRA 側が EIA を行う必要
があることを説明し、EIA に必要な予算措置について尋ねたところ、マーシャル側で EIA を
行い、その予算措置を講じることを確認した。 

 
２．ステークホルダーミーティングについて 
・これまで関係機関との協議・情報収集を行った印象として、本計画について関係機関の認知

度が低いことを述べ、魚市場建設計画をより良いものとするためには、関係機関の実務者レ
ベルで情報を共有することが必要。そのためには、ステークホルダーミーティングを早期に
開催し、計画の内容を説明する必要がある旨提案した。 

・その結果、来週中に２つのミーティングを開催する予定であることを確認した。（１つは関
係機関を集めたもの。もう１つは漁民等を集めたもの。） 

・なお、ミーティング時はパワーポイント等で説明資料を作っておくことにより理解が得られ
易いこと、また、話し合いの内容は文書で記録しておくことが重要であることを投げかけ、
先方は了解した。 

 
３．IEE（初期環境調査）レベルの環境社会配慮調査について 
・調査団側と MIMRA 側が共同で行う必要があることを説明した結果、1 月 31 日に Ms. Florence 

Edwards, Chief Fisheries Officer と作業を行うことを確認した。 
以 上

 



 
 

- 125 -

訪問先 環境保護局（Environmental Protection Authority：EPA) 
水質モニタリングラボラトリー（Water Quality Monitoring Laboratory） 

面談者 Mr. Abraham Hicking Chief of RMIEPA WQ Monitoring Lab. 

調査団 土井 

同席者  

日 時 2008 年 1 月 30 日（水） 9：30～10:30 

記録者 土井 

内容 
環境保護局の水質モニタリングラボラトリー（Water Quality Monitoring Laboratory）を

訪問し、水質モニタリングの実施状況等に関する情報を得た。得られた情報の概要は下記のと
おり。 
１．ラグーン内の水質の現状について 
・マジュロ環礁のラグーン内の水質は、人口の増加に伴い悪化傾向にある。 
 
２．水質モニタリングの実施状況 
・環境保護局は、沿岸域の水質モニタリングを月に 1 回行っている。 
 
３．計画地の水質の現状 
・計画地の水域は、B 類型に指定されている（水域は AA 類型, A 類型, B 類型, 指定されてい
ない水域の４つに区分されている）。 

・計画地の水域では月に 1 回の割合で水質モニタリングが行われている。 
・分析項目は現在、腸球菌群数のみであるが、今後分析項目を増やすことを検討しているとの

こと。 
・計画地のモニタリング結果をみると、今のところ基準値以下の数値となっている。（B 類型
の基準値は、腸球菌群数が 276 群数/100ml 以下）。 

 
４．水質分析を依頼する場合の単価 
・腸球菌群数の分析は、１検体当たり５ドル。 
・一式（pH, DO, Turbidity, Conductivity, Enterococei）を分析した場合は、30 ドル。 

以 上
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訪問先 海洋資源公社 

面談者 Mr. Glen Joseph Samuel K. L. Jr., Danny Jack, Florence T. E. 

調査団 石井、山田 

同席者  

日 時 1 月 30 日（水）1100、1 月 31 日（木）1430、2 月 1 日（金）1430 

記録者 山田 

内容 
１・公社の組織について 
（）主要ベースはクワジェリンとデラップの二箇所であり、いずれも完結しているが、公社組
織の一部であることに変わりない 
（）人数は 55 人で、本部 25 人、クルー7 人、クワジェリン 8 人、デラップ 8 人、デラップへ
の供給 7 人 
（）業務内容は、ベースの運営、運搬船の運航管理、漁獲物・氷の購入・販売、外国漁船の入
漁料の徴収 
（）AAFA 等いくつかのプロジェクトはあるが、その為に特別にスタッフを配置している訳で
もなく、独立もしていない、あくまでも公社の組織内のはなしである 
２・収支について 
（）上記外国漁船入漁料は先ず公社に入る、その後、残額を国庫に入れる、割合は概ね 50％
ずつである 
（）MIFV からのリース料は収入の第二項目である、また、Grants は種々の NGO からのもので
ある 
（）メンテ費用及び減価償却費を別会計で積み立ててはいない 
（）余剰金は公社独自のアカウントに積み立てている、 
（）2004～2005 年の年次報告書を入手、2006～2007 年のものを要求 
３・新水産センターについて 
（）独立するのではなく、あくまでも公社組織の一部である 
（）センターでの職員数は 7 人と想定 
（）支出予想は年間約 13 万$ 
（）立ち上げ資金を特別準備しない、積み立て余剰金から 
４・土地所有権について 
（）港湾公社が利用権を有している土地がリース契約されている事を示す書面を再度要求 
（）そこに隣接して埋立てる事が可能である事、民地の所有者との合意が必要か否かを確認す
る事、必要ならばその合意を取得する事、HWL が民地境界である事を確認・要請 
（）出入り口にある樹木の撤去が可能である事を確認・要請 
 

以 上
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訪問先 Marshall Islands Conservation Society 

面談者 Mr. Steve Why Executive Director 

調査団 土井 

同席者  

日 時 2008 年２月５日（火） 10：00～11:45 

記録者 土井 

内容 
マーシャル国の環境保全と持続可能な環境の利用について、マーシャル人自身が対処できる

ようにすることを目的として支援活動を行っている Marshall Islands Conservation Society
を訪問した。得られた情報の概要は次のとおり。 
１．マーシャル国の漁業資源量について 
・近年の過剰な漁獲量と海洋汚染の進行によって、漁業資源が減少しつつあるという認識を持

っている。 
・マーシャル国の経済的自立を図るためには、同国の 大の資源である漁業資源を維持してい

く必要がある。資源量を維持するためには、資源保護水域の設定、禁漁水域や禁漁期間の設
定、漁獲可能な魚類の体長規制、漁具・漁法の規制、等を含め、持続可能な漁業を紹介して
いかなければならないと考えている。 

・そのためには、様々な関係機関と共同で対策を立案していく必要があると認識している。現
在、海洋資源公社、マーシャル短大、環境保護局、観光局、NGOs、マジュロ環礁地方政府等
を巻き込みながら、その対策を話し合っているとのこと。 

 
２．魚市場建設計画に対する意見 
・ も配慮が必要なことは、適正な排水処理施設を作り、ラグーン内の水質汚染を防止するこ

とにある。 
・計画地の水域は、サンゴの分布が多くないと思われるが、潜水観察を行ってサンゴの生育に

影響を及すことが想定されれば、移植するという対策も考えられる。サンゴの移植は、大き
なものは無理であるが、小さなものは可能である。 

・埋め立て用の砂を海外から輸入する場合、マジュロ環礁という小さな生態系は非常に脆弱で
あることを考えると、外来種が砂に混じらないように配慮することが必要である（例えば、
アリや種子の混入を防ぐ等）。 

 
３．その他 
・当 NGO は、マーシャル人の手によってマーシャルの環境資源を持続的に利用できるようにす

ることを目的としている。しかしながら、マーシャルの人達の中には、自分達の住んでいる
環境の素晴らしさや、悪化している環境の状況を認識できない人がいるのも事実である。 

・魚市場が建設されることは、多くの住民が集まる施設ができることを意味する。したがって、
魚市場の付帯機能として、住民にマーシャルの環境の素晴らしさや、悪化している環境の状
況を知らせる場（環境学習、環境啓発の場）としての機能を持たせることも有用だと思う。

・例えば、マジュロ環礁のラグーンには、マーシャルの固有種である Three-banded anemone 
fish(サンボンセンクマノミ)という魚類が生息しているが、多くの人たちは、どんな魚であ
るか知らないのが現状である。したがって、市場の一角に小さな水槽を設け、展示するのも
一案であると思う。 

以 上
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訪問先 Marshall Islands Water and Sewerage Company(MIWSC) 

面談者 Mr. Alinton Manager 

調査団 土井 

同席者  

日 時 2008 年 2 月 6 日（水）10：00～10:30 

記録者 土井 

内容 
マジュロ環礁の上下水事業を行う MIWSC を訪問し、情報を入手した。その概要は下記のとお

り。 
１. MIWSC の業務内容について 
・飲料水の供給（水源は雨水及び地下水〔レンズ水〕）。 
・トイレ洗浄用水の供給（海水を利用）。 
・下水処理（下水の 終放流先は、MIWSC の裏にあるパイプ〔口径 12 インチ〕から外洋側に
放流されている）。 

 
２．水環境保全に関する規則について 
・マーシャル国においては、Marin Water Quality Regulations, 1992、Toilet Facilities and 
Sewage Disposal Regulations, 1996 がある。 

 
３．計画地における下水管の敷設状況 
・既設のウリガ港への取り付け道路には、下水管が敷設されている。したがって、魚市場計画

が実施に移される場合、市場から排出される雑排水は下水管に接続可能であるとの説明を受
けた。 

以 上
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訪問先 海洋資源公社 

面談者 代表 Mr. Glen Joseph 副代表 (沿岸漁業部門)Mr. Danny Jack 
沿岸漁業部長 Ms. Florence Edwards 

調査団 永友、丸尾、岸本、山田、石井 (敬称略) 

同席者 なし 

日 時 2008 年 2 月 6 日 11:00～12:30 

記録者 石井 

主題：ミニッツ内容の確認 

調査団側 マーシャル側 

サイナーについて 
マーシャル側のサイナーは環境資源大臣と
MIMRA 代表でよいか。 

了解。 

ミニッツ本文の標記は問題ないか。 The Marshall  を the RMI にする。 

１．Object food security in Majuro を追記。 

２．Project site について 
 Ｕliga でよいか。 

 
代替サイトを提示できないか。 

 現段階で 終的にサイトを確定すること
が必要。 

９９％サイトの確保は問題ないと理解してい
る。しかし、サイトの確保が何らかの理由で困
難になった場合、プロジェクトが停止すること
を懸念している。代替サイトを含めて考慮し基
本設計時にすすめないか。 

この段階でプロジェクトについて決定して
いないとプロジェクトがストップする。代
替サイトになった時点でもう一度予備調査
からやり直しとなる。 

代表 うなずく。 

３．４．５．６．内容説明 了解。 

７  
7.1 Function of Fish Market Center 

内容は問題ない。 
表現を修正するので後に確認して欲しい。 

7.2 Stakeholder Meeting 内容は了解。文章表現を修正。 

7.3  
7.3.1 7.3.2 

内容は了解。将来計画としてとして 7.3.3 の項
をつくり、離島からの産物も取り扱う項目を入
れてはどうか。 

概要なので双方の了解として将来は離島か
らの産物も扱うことを理解しておく。 

了解。 

7.4 Environment and Social Condition JICA 側は EIA の実施をマーシャル側の義務とし
て必要とするのか？ 

強制はしない。 
マーシャル国の法的な手続きから必要であ
れば実施内容を確認することとなる。 

マーシャルでは基本設計が終了した段階で、
EPA(環境公社) から EIA についての指導を受け
ることになる。 
現段階では、昨日の関係者の話し合いで、EPA か
らは排水方法のみが問題点としてあがってき
た。 
以下の文面でどうか。（例文提示） 

了解。  

7.5 IEE 了解。 

7.6  内容了解 表現修正。  

7.7 土地のリースについて 書類をアタッチ。 

7.8 サイトクリアランス 木、ゴミの撤去について了解した。 

7.9 Permissions of necessary for the 
Project  

7.4 に歴史的遺産保護条件等を包括し削除し
ては。 
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削除する。  

7.10 Sustainable Coastal Fisheries  内容了解 表現修正。 

コンポーネントについて  

Seawall 110m Seawall のみであると護岸の意味合いが強く
Dock の表現に出来ないか？ 

Dock の表現であると、日本では船舶修理用
のドライドックを連想する。Berth の表現
があり提示したもので問題はないのではな
いか。 

了解。 

Site Filling 10,000   容積は 10,000  でよいか？ 

サイト水深から判断して妥当である。 了解。 

Ice Making Machine １ton 了解。 

Ice Storage  必要（特に意見・要望なし） 

Chilled Storage 15ton 必要（特に意見・要望なし） 

Water Catchment Tank FRP 5ton 容量について増加できないか？ 

この段階で材質を決めるのはどうか？ま
た、１日５トン程度の水の利用が認められ
る。こちらの概算で１５トン程度が妥当を
思われるがどうか。 

Water Catchment Tank 15ton 
で了解。 

Public Toilet  
トイレは公衆便所か 

管理のため施錠が可能なトイレとする。来場者
にも鍵を貸す形で利用を認める。衛生的理由か
ら屋外に設置して欲しい。 

内容理解した。表記は Toilet とする。  

Waste Water Treatment Facility 必要。(特に追加要望なし) 

Site Pavement 2900m2 必要（特に意見・要望なし） 
（ただし以前の協議で駐車場については舗装の
包括することを話し合っている。記入者脚注）

Storm Drain  必要（特に意見・追加要望なし） 

Outdoor Lighting Pole 5 nos 必要（特に意見・追加要望なし） 

Power Distribution within Site 必要（特に意見・追加要望なし） 
（ソーラーシステムについては包括して考え
る。） 

Market Accessories  
Fish box, Tables Scales 

このほかに魚箱の荷役のため 
フォークリフトの追加して欲しい 

サイトも狭く、フォークリフトの利用は不
向きではないか 

フォークリフトの代替案として 
Push carts (手押し車)魚箱輸送用を追加しても
らえないか？  
岸壁にも荷役用のデリックブームを設けて欲し
い 

手押し車の追加について了解した。 
バース施設に荷役ブームを含め岸壁施設を
考慮している。 

 

加工用のバンドソー、スライサー等も協議
中に出たが、鮮魚加工おいてはあまり利用
できるものではないのではないか？ 

冷凍魚も取り扱う可能性もあるので導入した
い。 

鮮魚を流通することが主目的なので不向き
ではないか？ 

Second Priority として入れる。 

了解。  

 2nd Priority として 
High pressure water cleaner (高圧洗浄機)追
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加して欲しい。 

了解。  

漁獲物集荷船 ２隻が必要。 

了解。  

ソフトコンポーネントについて ３週間程度では期間が短すぎるのではないか。
長期的なマーケット担当指導者が必要である。

機器の導入時の指導がソフトコンポーネン
トの主題であり、３週間程度が限度である。
長期であればＪＯＣＶやシニアボランティ
アの起用が考えられる。 

以前専門家がおり、大変に活用していた。長期
の専門家を希望する。 
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訪問先 Majuro Atoll Waste Company 

面談者 Mr. Roger A. Cooper 
Mr. Greg Karben 

General Manager 
Solid Waste Officer/Ministry of Public Works 

調査団 土井 

同席者  

日 時 2008 年 2 月 7 日（木）10：00～11：00 

記録者 土井 

内容 
マジュロ環礁の廃棄物処理、リサイクル事業に取り組む Majuro Atoll Waste Company を訪

問し、情報を入手した。その概要は下記のとおり。 
１．Majuro Atoll Waste Company の業務内容について 
・2007 年 3 月から、マジュロ環礁内（リタ地域から空港までの区域）のゴミ収集事業を開始。
・事業を実施する上での基本的考え方は、Refuse, Reduce, Reuse, Recycle である。 
・ゴミ収集料金は、収集箱（bin）の大きさ毎に設定されている。一週間に一回収集する場合
の料金体系は下表のとおり。 

収集箱（bin）の大きさ 収集料金（US ドル） 

２yard bin 12 

４yard bin 24 

６yard bin 36 

・収集した廃棄物は、処分場（Landfill & Recycling Center）に運搬し、分別を徹底後、リ
サイクル可能な有価物は輸出。また、収集したプラスチックを熔解し、ゴミ箱に再生して
いる。これらは、学校等の公共施設に配布している。街路樹等の剪定葉は、細断した後つ
みあげ、堆肥化している。3 ヶ月程度で熟成し、堆肥は住民に配布予定である。 

・リサイクルできない残渣は、埋め立て処分している。将来的には衛生埋め立て処分場（福
岡方式）に転換する予定であるとの説明を受けた。 

・マーシャル国では使用済み自動車用バッテリーの放置が問題になっているため、マジュロ
環礁のみならず、離島からも回収している。これらは、コンテナに詰め韓国へ輸出する。

・鉄のスクラップは、コンテナに詰め中国へ輸出する。 
・また、処分場（Landfill & Recycling Center）の水際にマングローブを植栽し、マングロ
ーブ帯再生の取り組みを行っている。 

・将来的には、この施設を島嶼国の廃棄物処理・リサイクルのモデルセンターとしたいため、
廃棄物処理技術の先進国である日本の協力を得るべく、JOCV の派遣を要請しているとのこ
とであった。 

 
２．廃棄物処理に関する規則について 
・マーシャル国においては、Solid Waste Regulations, 1989 がある。 
 
３．魚市場建設計画が実施に移される場合の連携について 
・収集箱の大きさによって市場から排出されるゴミを回収できる。 
・なお、鮮魚の廃棄部分（尾や骨）がある場合は、乾燥させ骨粉にすれば、堆肥化促進剤と
して有効な材料になると考えている。 

以 上

 



 
 

- 133 -

 

訪問先 College of Marshall Islands, Science Department 

面談者 Dr.Dean Jacogsen Instructor of Marine Science 

調査団 土井 

同席者  

日 時 2008 年 2 月 7 日（木）12：00～12：45 

記録者 土井 

内容 
マーシャル短大で海洋生物学を教えるかたわら、マジュロ環礁の海域で海洋生物の定点観察

を続けている Dr.Dean Jacogsen に面会し、沿岸域環境の現状説明を受けるとともに、基本設
計調査が行われる場合、海洋生物調査を依頼可能かどうか打診した。その概要は下記のとおり。
１．マジュロ環礁の沿岸域環境の現状について 
・ラグーン内は富栄養化が進んでいる。その結果、藻類の異常発生が認められる（赤潮が発生

することもある）。 
・マジュロ環礁は本来、現在の陸続きの地形ではなく、３～４箇所程度で切れていた。それが、

埋め立てによって現在のように陸続きとなった結果、外洋とラグーン内の水の循環（交換）
が悪くなった。すなわち、ラグーン内の水質悪化が進むと容易には回復しない環境にあるこ
とを意味する。 

・マジュロ環礁のラグーン内で海洋生物の定点観察を続けているが、 近、サンゴの病気の発
生頻度が増加している。この原因は、水質汚染の進行と水温の上昇であると考えている。 

・マジュロ環礁のラグーン内には、マーシャル国の魚類固有種である、”Three-banded anemone 
fish(サンボンセンクマノミ)”の生息が確認されている。ただし、計画地の水域には生息し
ていないと考える。 

 
２．魚市場建設計画が実施に移される場合の環境配慮事項について 
・ も配慮が必要なことは、魚市場の供用によって、ラグーン内の水質を悪化させてはならな

いこと、すなわち、水質汚染の未然防止である。 
・水質の悪化を防止するためには、魚市場においてトイレ洗浄水はもちろんのこと、鮮魚の血

抜き後の洗浄水をラグーン内に流さないことが必要である。また、鮮魚の粗をラグーン内に
流さないことが必要である。 

 
３．海洋生物調査（潜水観察）について 
・依頼があれば、調査に協力いただける旨の回答を得た。 
・これまで行った大規模な調査時は、US$2,000 程度であった。 
・計画地の場合は、調査水域も狭いため、US$500～1,000 程度であるとの回答を得た。 

以 上
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付属資料１ マーシャル国の現状および地域の現状 

 

１－１ 一般状況 

 マーシャル国（以下「マ」国）は太平洋中部に位置する 29 の環礁と 5 つの島からなる国

土面積約 181km2、人口約 6 万人の島嶼国であり、全土が標高数メートルの平坦な陸上地形か

らなる。陸地面積は狭小であるものの、環礁内の礁湖面積は 11,670 km2、排他的経済水域(EEZ)

は約 194.2 万 km2と広大な水域を有し、水産資源はコプラとともに｢マ｣国の主要な資源とな

っている。｢マ｣国経済の一人当たり GDP は 2,282 ドル(2005 年)で産業構造は GDP 比率で第一

次産業(16.0%)、第二次産業(16.1%）、第三次産業(67.9%)である。年間平均気温は 27 度で１

年を通してほぼ一定であるため、雨季・乾季の明確な区別はないが、1～4 月は雨量が少なく、

10 月下旬～12月上旬はやや雨が多い。 

 首都はマジュロ環礁のマジュロであり、1999 年の 新の国勢調査によると、全人口 50,840

人のうち約 50％にあたる 23,686 人がマジュロ環礁に集中している。 

「マ」国は 1986 年以来、米国と自由連合(通称｢コンパクト｣)関係にあり、防衛、安全保障

については米国が権限を有する中、経済援助を受けている。2001 年に自由連合盟約の経済関

係条項が失効期限を迎えたが、両国間の交渉の結果、2004 年から 2023 年までの 20 年間に

1,209 百万ドルの経済援助と様々な米国政府サービス援助が継続実施されることになってい

る。米国政府は、2023 年を 後に経済援助を終了し、「マ」国が経済的に自立することを望

んでおり、社会経済的自立の強化が重要な課題となっている。  

 

１－２ 自然・海象条件 

（１）自然条件 

１）風雨 

風雨観測は空港の傍にある気象局（Weather Station）において実施されており、デ

ータも整備されている（収集資料参照）。23 年間の観測結果によれば、年間の平均風速

及び主方向は各々4.4m/sec、70deg（東北東～東）であり、地元の人からも常時東から

の風が吹いているとの聞取り結果が得られている。また、調査期間中も定常的に東より

の風が出現していた事からも、この事は首肯できるものである。しかしながら、 大風

速は比較的小さく、過去 23 年間における瞬間 大風速は 26m/sec である。 

年間降雨量は 30 年間の観測結果によれば 132inch（3,300mm）である。月別でみると

1 月～3 月の降雨量が比較的少ないものの、明確な乾季といえるほどではない。 

また、30 年間の観測結果から、年間平均 高・ 低気温は各々F86.0 度（30℃）、F76.4

度（24.7℃）となっており、月ごとの差異はほとんど見られない。 

２）地震 

気象局からの聞取り調査によれば、有感地震は皆無であり、当局においても観測は実

施していない。 

（２）海象条件 

１）潮位 

マーシャル国において入手可能な潮位表は、二種類存在する。一つは、地元で発行さ
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れている週刊新聞に掲載されている週刊潮位表（ft 表示）である。もう一つは、オース

トラリア気象局が公表している年間予想潮位表（m 表示）である。このうち、週刊潮位

表の出所等に関して、気象局は全く分からないとの事であり、実際、海洋資源公社及び

地元建設会社 PII(Pacific International Inc.)は、オーストラリア気象局発行の潮位

表を使用している。従って、以下では、オーストラリア気象局発行の潮位表を基本とす

ることとする。 

潮位観測は、ウリガドック取付け部に設置されている潮位観測機によって実施されて

おり、そのデータ処理はオーストラリアにて行われている。その結果は予想潮位表とし

て、一般に公表されている。2008 年予想潮位表（収集資料参照）に基づいて、月 大・

小平均値から概略の満潮位及び干潮位を算出した結果は以下のとおりである。 

 HWL＝+2.0m、LWL＝+0.2m 

これに基づいて、ウリガドック天端高をこの HWL 及び LWL 時に測定したところ、+2.7m

であったため、この値を採用することとする。なお、要請書の平面図ではドック天端高

は+3.0m となっているが、断面図が添付されていないため、その基準面は不明であり、

この値の確認は困難であった。 

なお、潮流は比較的穏やかで 大で 1.5 ノット内外であり、特に航行に影響すること

はないとの聴取結果を得た。 

２）波浪 

気象局は、朝夕の二回、リタ地区とローラ地区の二箇所においてラグーン外の波浪目

視観測を実施しているが、ラグーン内では比較的小さな風浪が主なので、その観測は実

施していない。また、潮流観測も行われていない。マジュロ海域での平均的な波浪階級

は 1～3 で、低気圧が近づいた日は波浪階級 4 が終日観測されることもある。海洋資源

公社の船員からの聞き取り調査では、過去、 大波浪階級 5～6 に遭遇したことがある

ことを確認した。 

サイトであるウリガ地区は主方向である東からの風の風下・島陰にあたり、水域の静

穏度は非常に高い。事実、海洋資源公社の運搬船（船長 16m 以下）は、ここを係留場所

としており、聞取り調査でも、荒天時は小型船がここを避難場所としている。 

他方、デラップ地区は多少奥まっている事により、東からの風浪が若干回折するもの

の、波浪減衰は少なく、目視によれば、そこでの波高は常時 20～30cm 程度ある。従って、

ここは、運搬船等の小型船の係留には適さない。 

３）海底地盤 

サイトのリーフエッジは、LWL 時には 30cm 程度露出するが、その沖側の海底地盤高は

-1.8～-2.3m であり、エッジ際は急深な状態である。聞取り調査によれば、既存ウリガ

ドックの建設時に発破を使用して硬岩（コーラルストーン）を破砕・撤去したとの事で

あり、その結果、急深な状態を作り出したものと想像される。なお、同ドック背面に設

置されている浮桟橋（ポンツーン）周囲の海底地盤高は、-2.5m 程度であり、ここの海

域の海底勾配は比較的緩やかである。 

海底の土質は、レッド測量時の重りの沈下状況あるいは周辺水際の土質等から、コー

ラルサンドと推定される。ただし、サイトの地盤土質状況を示す資料が存在しないため、

明確な海底地盤条件は不明である。 



 - 136 -

既存ウリガドック建設時において、必要水深を確保するために、東側岸壁前面は-5.0m、

西側岸壁前面は-7.5m（いずれも要請書添付図による）に掘削されている。現在の海底

地盤高を天端高（+2.7m）から測定した結果は、各々-5.3～-5.6m、-7.8～-8.3m であり、

天端高表示を+3.0m とした場合でも、各々-5.0～-5.3m、-7.5～-8.0m となった。従って、

掘削箇所が土砂による舞い戻りで浅くなっている状況あるいは洗掘により当初より深

くなっている状況は見られない。この事から、サイト海域の海底はほぼ安定しているも

のと思料される。 

 

１－３ 水産分野の状況 

「マ」国の漁業は、200 海里経済水域における日本、台湾、韓国等の外国籍船によるカツ

オ・マグロを対象とする旋網漁、延縄漁のような大規模な企業型外洋漁業（Oceanic Fishery）、

環礁・離島の沿岸部で小規模に行われている沿岸漁業（Coastal Fishery）、民間によるクロ

チョウガイと観賞用海洋生物の養殖および国によるシャコガイとクロチョウガイの種苗生産

と民間への配布といった海面養殖業の3種に大別できる。この内、沿岸漁業は伝統的な自給自

足型漁業（Subsistence Fishery）とマジュロのような都市部への販売を対象とした小規模商

業漁業（Small-scale Commercial Fishery）に分けることが出来よう。 

新の国勢調査1によれば、総人口は50,840人であり、そのうち沿岸漁業に携わる「農業お

よび関連業／漁業（Agriculture & Related/Fishermen）に従事」している人口は全就労人口

（15歳以上）10,141人の約20.5%である2,079人となっている。 

「マ」国住民の魚食を支える沿岸漁業は、潜水突き漁、底釣漁、曳釣漁、タモ網漁、刺し

網漁が主な漁法であり、いずれも個人あるいは小グループによって行われる小規模なもので

ある。対象魚種はアイゴ類、ハタ類、フエダイ類のリーフ魚が中心であり、カツオ、マグロ

等の外洋回遊魚も漁獲量としては少ないが行われている。沿岸漁業の漁期には明確な区分は

なく、1 年を通して漁が行われている。 

表１、２に「マ」国における船籍別漁獲高、EEZ 内の年間漁獲高を示す。 

 

表１ 「マ」国における船籍別年間漁獲高     単位：トン 

船籍／年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

日本 6,797 9,078 550 2,723 1,490 3,415 

中国 0 15 0 345 0 70 

FSM 1,004 319 0 0 800 145 

韓国 13,408 9,070 125 1,305 1,740 1,740 

RMI 3,708 2,690 1,340 5,272 2,795 1,742 

PNG 1,455 1,935 45 1,971 2,640 1,181 

台湾 8,094 5,652 844 1,356 1,451 595 

USA 1,378 32 408 146 3,262 53 

その他 159 124 69 1,381 2,442 1,229 

合計 36,003 28,915 3,381 14,499 16,620 10,170 

出所：海洋資源公社「Annual Report 2005/2006」 

備考：FSM（ミクロネシア連邦）、RMI（マーシャル）、PNG（パプア・ニューギニア） 

                                                   
1 1999 年実施。次回の調査は 2009 年とされる。 
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表２ 「マ」国 EEZ内の年間漁獲高    単位：トン 

魚種 
年度 

カツオ キハダ メバチ その他 
計 

2001 32,583 3,141 50 0 35,774

2002 37,732 1,092 128 0 38,952

2003 35,272 2,603 0 0 37,875

2004 42,078 2,101 2,492 0 46,672

2005 47,565 5,935 2,664 0 56,124

2006 37,661 1,296 2,062 148 41,162

出所：海洋資源公社「Annual Report 2005/2006」 

 

１－４ 援助状況・動向 

我が国は「マ」国政府の要請に応じて、水産分野にかかる無償資金協力事業のほか、技術

協力を継続的に実施している。2008 年 1 月現在、同国には JICA から教育分野、保健医療分

野、環境分野、インフラ整備等に合わせて 27 名の青年海外協力隊員、シニア海外ボランテ

ィアが派遣されている。 

表３に 2001～2005 年における我が国の対マーシャル経済協力実績、表４に水産分野の無

償資金協力実績を示す。 

 

表３ 我が国の対マーシャル経済協力実績 

歴 年 無償資金協力 技術協力 合計 

2001 2.18 2.03 4.21 

2002 1.66 3.42 5.07 

2003 0.96 2.48 3.44 

2004 3.09 23.72 5.80 

2005 7.05 3.21 10.26 

累 計 61.73 37.10 98.80 
出所：OECD/DAC 

備考：暦年、DAC集計ベース、単位：百万ドル、支出純額 

 

表４ 我が国の水産分野無償資金協力実施実績 

実績年度 案件名 供与限度額（億円）

1981 マジュロ漁船用水路建設計画 2.40 

1983 4.70 

1984 
漁業基地建設計画 

3.80 

1988 マジュロ旧桟橋改修計画 6.48 

1989 5.99 

1990 
離島漁業振興計画 

3.37 

1991 3.75 

1992 
離島水産物流通改善計画 

3.00 

1992 漁船用水路および橋梁修復計画 2.88 

1993 小規模漁業開発計画 1.48 

1995 第二次離島水産物流通改善計画 4.53 

2000 ジャルート環礁漁村開発計画 4.07 
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次に、表５および表６に諸外国および国際機関の対マーシャル経済協力実績を示す。 

 

表５ 諸外国の対マーシャル経済協力実績 

歴年 1位 2 位 3 位 4 位 合計 

2000 米国 43.4 日本 3.1 豪州 0.6 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 0.1 47.1 

2001 米国 62.5 日本 4.2 豪州 0.6 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 0.1 67.4 

2002 米国 49.5 日本 5.1 豪州 0.7 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 0.2 55.4 

2003 米国 47.2 日本 3.4 豪州 0.7 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 0.2 51.5 

2004 米国 42.6 日本 5.8 豪州 0.9 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 0.1 49.5 
出所：OECD/DAC 

備考：暦年、DAC集計ベース、単位：百万ドル、支出純額 

 

表６ 国際機関の対マーシャル経済協力実績 

歴年 1位 2 位 3 位 4 位 その他 合計 

2000 ADB 9.8 UNTA 0.14
UNDP 0.1

UNFPA 0.1
― 0.0 10.1 

2001 ADB 6.3 UNTA 0.2 UNDP 0.07 UNFPA 0.05 0.1 6.6 

2002 ADB 6.8 UNTA 0.09 UNDP 0.07 UNFPA 0.05 0.1 7.0 

2003 ADB 4.5 UNTA 0.4 UNDP 0.1 ― 0.0 5.0 

2004 ADB 1.4 UNTA 0.3 ― ― 0.0 1.6 
出所：OECD/DAC 

備考：暦年、DAC集計ベース、単位：百万ドル、支出純額 
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Deputy Director Deputy Director Corporate Services / FNTC
Coastal & Community Affairs Oceanic & Industrial Affairs Finance

Security

Policy, Planning & 
Statistics Section Licensing

Aquaculture Fisheries Database

Repairs & Maintenance Observer Coordinator

Likiep Fishbase/
      Giantclam hatchery

Woja Blackpearl hatchery

Arno Giantclam hatchery

Maloelap Fishbase

Aur Fishbase

Ine Fishbase

Executive Director

Arno Fishbase

Observer Program(FFA)

Fish Market Center

Operation

Ailinglaplap Fishbase

Namu Fishbase

Ebeye Fish Market

Jaluit Fishbase

Chief Fisheries Officer
Coastal Fisheries Division Oceanic Fsiheries Division

Chief Fisheries Officer

Executive Secretary

MIMRA Board of Directors

付属資料２ プロジェクトを取り巻く状況 

 

２－１ プロジェクトの実施体制 

「マ」国の水産行政機関は海洋資源公社（MIMRA / Marshall Islands Marine Resources 

Authority）である。同公社はマーシャルの海洋・水産資源の保護、管理及び開発に関する業

務を行うため、1986 年の大幅な組織改革により設立された。海洋資源公社の権限と機能は、

委員会 （MIMRA Board）に委任されており、2008年1月現在の委員会構成は、資源開発省大臣

を議長として、外務次官、司法長官、及び大統領が任命する2 名の委員を加えた5 名で構成

されている。また海洋資源公社代表は投票権のない委員として委員会に参加している。海洋

資源公社の職員数は代表以下55名である。海洋資源公社の組織構成を図１に示す。 

 

図１ 海洋資源公社の組織構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この中で、Oceanic Divisionが漁業交渉、ライセンス発行、外国船監視等、Coastal Division

が沿岸漁業プロジェクト、養殖関連、沿岸資源管理等、Policy & Planning Divisionが地域

住民参加による漁業管理等、Fisheries and Nautical Training Centerが海事学校による学

生の訓練をそれぞれ担当している。本プロジェクトによって整備が予定される市場施設は

Fish Market Centerが担当し、鮮魚運搬船はOperationが担当する。 
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２－２ 施工・調達事情等 

（１）建設事情 

１）建設会社 

公共事業省においても資機材はなく、全ての工事は建設会社に外注している。また、

標準工事単価も存在しない。 

地元の建設会社は、大手の PII（Pacific International Inc.）はじめ数社ある。特

に、PII は、既存ウリガドックの建設時に、日本の建設会社の協力会社として参画した

実績があり、クレーン、プラント等の建設機材も多数有している。事実、現地の地盤に

ついての情報として、コーラルストーンが硬岩であったため、鋼矢板の打設に先立って

発破を使用した事も PII から入手している。また、コンクリート用の粗骨材・細骨材、

埋立て用材、護岸用石材等の大半を、PII が供給している。 

２）埋立用材 

これまで、PII はラグーン内の環礁際の掘削によって埋立用材等を確保してきた。し

かしながら、環境保全の観点から環境保護局（EPA）はこれに反対しており、現在、暫

定的に期間延長・箇所移転での裁判所調停が成されている。今後、埋立用材の調達は、

環境影響評価に基づいて許可された箇所での掘削か、水深の深い箇所での浚渫によって

なされるものと思われる。事実、浚渫については、環境保護局（EPA）も推奨しており、

PII も浚渫船の調達準備をし始めている。 

いずれにしろ、当事業での埋立量が 1万 m3弱と少ない事から、PII は問題なく供給可

能であるとの見解を示している。因みに、埋立用材の単価は、20U$/yd3 である。なお、

これ以外の建設資材は全て輸入によるものであり、セメントはフィリピン、鉄筋は米国

等からのものがマーケットで見られる。 

３）調査会社 

土質調査を実施できる地元調査会社はない。従って、土質調査は外国の調査会社に依

頼することとなり、特にグアムの調査会社が主流である。 

国内における測量調査は内務省（Ministry of Internal Affairs）による土地所有関

連の測量調査のみであり、建設関連の測量調査会社はない。 

（２）建設許認可 

マーシャル国において建築基準はなく、国際的に通用・認知されている基準に基づいた

設計であれば、建築は認められる。 

また、建設に際しては、環境保護局（EPA）及び内務省歴史保存室（HPO, Historic 

Preservation Office）の許可が必要である。 

 

 

２－３ インフラ整備状況 

１）電力 

電力供給（火力）は民営化の一環としてマーシャルエネルギー会社（MEC, Marshall 

Energy Company）が担っているが、そのボードの議長は公共事業省（Ministry of Public 

Works）が務めている。 

電力供給の安定性には特に問題はなく、メンテナンスのための月一回程度の計画停電
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があるのみである。単価は 0.35$/KWH である。 

２）上下水 

上水供給及び下水処理は、マジュロ上下水道社（Majuro Water Company & Sewerage）

が実施している。貯水池が小さいため、上水は週に三日程度しか供給されず、ほとんど

の家庭及び事務所では、雨水をタンクに貯めて併用している。水道水の単価は 0.15US$/

ガロンである。また、ウリガ地区を含む島の東側には下水道管が敷設されている。下水

は処理なしで、外洋側に沖合放流されている。 

３）その他 

通信は全国通信公社（NTA, National Telecommunication Authority）が担っている。

また、ガソリンは Mobil Oil が 5.5$/gallon で販売している。 

 

 

２－４ 土地所有権 

１）基本的な考え方 

マーシャル国における土地所有権は非常に複雑であり、例外も多々あるものの聞取り

調査結果から基本的な考え方を整理すると以下のとおりである。 

●既存の陸地は全て土地所有者（実際には部族長を頂点としたヒエラルキー組織）に属

し、国有地等の公共用地はない、 

●従って、公共施設といえども、それが整備される予定の土地については、公共と土地

所有者との間で土地リース契約が交わされる 

●HWL から海側のいわゆる水域については、土地所有者の権利は及ばない 

●従って、公共により新規埋立てで造成地が創設された場合、そこの所有権は存在しな

いが、その利用権者は公共である 

●しかしながら、一旦、公共がその利用を停止した場合、その造成地の所有権は隣接し

ている土地所有者に帰属することとなる 

２）当該事業での課題 

上記の基本的な考え方を念頭においた場合、当該事業の推進に際しての土地所有権の

課題は、以下のとおりである。ただし、この課題は基本的に｢マ｣国側が解決しなければ

ならないものであり、協議議事録においてもその点は確認してある。 

（イ）埋立予定地が隣接することになる土地（ウリガドックへのアクセス道路でもある）

は、リース契約に基づいて港湾公社（MIPA）が土地利用権を有している必要があり、こ

れは書面にて確認できた 

（ロ）また、埋立予定地が隣接することになる北側については、その土地所有者からの

了解が必要であり、その旨書面にて確認する必要がある 
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２－５ 卸売市場算定式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：卸売市場整備基本方針（平成 16年 10 月１日農林水産省公表） 

備考：年間開場日数は運搬船の寄港回数等を考慮して 200 日、通路面積は売場面積の 1/2 とし

た。また、標準取扱量はリーフ魚のような小型魚が殆どであること、バラ積みが多いこ

とから 40kg とした。 

 

 

 

 

 

 

 

1.卸売場の必要規模

qt f1

x 1.0 R1 S1

---------------------------- + =

40.0

u1

qt 1日あたりの市場流通規模：kg

f1 卸売場経由率

u1 卸売場標準取扱量：kg/m2

R1 卸売場通路面積：m2

S1 卸売場必要面積：m2

2.荷捌場の必要規模

N

S

------------------------------------------- =

1.0 x 1.0 x 40.0

R α P

S :所要面積(m2)

N :１日あたりの計画取扱い量(kg/日)

R :上屋の回転数（回/日）

α:占有率

P :単位面積あたりの取扱い量(kg/m2)
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２－６ 市場図面（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 市場平面図 
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図３ 市場内備品配置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４  2 トンをつみつけた場合の冷蔵庫積み付け例 
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付属資料３ その他資料・情報等 

 

３－１ ステークホルダー協議、ランドオーナー協議議事録 

 

Fish Market Center Establishment Consultation Meeting 
February 5, 2008 - 2 p.m. 

Minutes of Discussion 
 
Present: 
Wilbur Allen, Secretary, Ministry of Transportation & Communications 
Kino Kabua, Secretary, Ministry of Foreign Affairs 
Keyoka Kabua, Ministry of Foreign Affairs 
Rebecca Lorennij, Secretary, Ministry of Resources & Development 
John Bungitak, General Manager, Environmental Protection Agency 
Danny Jack, Deputy Director, MIMRA 
Florence Edwards, MIMRA 
 
The Meeting started with introduction around the room.  MIMRA thanked all present for 
setting aside their valuable time to attend this initial consultation meeting with national 
stakeholders.   
 
A brief presentation on the proposed project of constructing a centrally located fish 
market in Uliga was made, on how it came to be and how it addresses national goals.  
Several issues were raised by those present and those issues are as follows: 
 
Secretary of T&C:   

- What will be the operation hours of the facility?  It will affect the following 
points: 

 Area is basically congested.  The entrance of proposed market is currently 
used as a turn-about by cars and mobile machinery.   

 MOBIL refuels in the area in front of the proposed market. 
 Port Authority already has strict rules to be followed with dock areas and 

should have also been present in this meeting. 
 
MIMRA noted the Secretary of T&C’s concerns and added that operation hours of the 
proposed facility will be the same as the current MIMRA market:  8a.m. to 5 p.m., 
Mondays to Saturdays. 
 
General Manager of EPA: 

- Disagreed that the operation hours of the facility would have much impact on the 
congestion of the Dock area.  EPA expressed support of the project granted that 
waste water was properly managed and will not end up in the lagoon. 

 
MIMRA noted the General Manager of EPA’s support and concern about waste water 
(which will be addressed by the facility’s waste water treatment area). 
 
Secretary of T&C: 
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Fish Market Center Establishment Consultation Meeting 
February 12, 2008 – 11 a.m. 

Minutes of Discussion 
 
Present: 
Joe Tiobech, Deputy Director, RMI Ports Authority 
Loninruj Abol, Captain, RMI Ports Authority 
Monono Dawej, Deputy Secretary, Ministry of Internal Affairs 
Glen Joseph, Director, MIMRA 
Danny Jack, Deputy Director, MIMRA 
Florence Edwards, MIMRA 
 
MIMRA thanked all present for setting aside their valuable time to attend this 
consultation meeting with national stakeholders. 
 
A brief presentation on the proposed project of constructing a centrally located fish 
market in Uliga was made, on how it came to be and how it addresses national goals.  
Several issues were clarified by Ports Authority and those issues are as follows that were 
excerpted from last minutes: 
 
T&C concern #1: 

- What will be the operation hours of the facility?  It will affect the following 
points: 

 Area is basically congested.  The entrance of proposed market is currently 
used as a turn-about by cars and mobile machinery.   

 MOBIL refuels in the area in front of the proposed market. 
 Port Authority already has strict rules to be followed with dock areas and 

should have also been present in this meeting.   
 
T&C concern #2: 

- Added that with Ports Authority not present, the status of the area might be 
questionable in terms of availability but also added that T&C does not have any 
objection to the project.   

 
Ports Authority stated that it supports the project and that the landowners had placed on 
the lease to include added acreage.  Traffic in the area (land and water) should be minor 
with scheduling system in place and in terms of the security procedures, boundaries will 
need be outlined but more discussion will be needed on this issue. 
 
Ports Authority questioned the presentation on why the pontoons were deleted from the 
request because although it might be a little crowded, the boats are supposed to be 
traveling at a slow speed, minimizing any incidents.  MIMRA noted Ports Authority’s 
comment on this issue. 
 
MIMRA thanked attendees and advised of notice of updates upon MIMRA receiving.    
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Fish Market Center Establishment Consultation Meeting 
February 13, 2008 – 2 p.m. 

Minutes of Discussion 
 
Present: 
Charles Muller, Landowner for Toeak Weto, Uliga 
Neri Tebro Nena, Landowner for Toeak Weto, Uliga 
Rose Maddison, Landowner for Toeak Weto, Uliga 
Glen Joseph, Director, MIMRA 
Florence Edwards, MIMRA 
 
MIMRA thanked the Landowners for setting aside their valuable time to attend this 
consultation meeting with stakeholders. 
 
A brief discussion on the proposed project of constructing a centrally located fish market 
in Uliga was made, on how it came to be and how it addresses national goals.   Although 
a general approval of the Fish Market Center being located in Uliga’s Toeak Weto, 
several issues were raised by the landowners and addressed by MIMRA: 
 

 MIMRA clarified to the landowners that a seawall will be erected and the area 
will be landfilled with materials from PII, granted that they will have access to fill 
material during the construction of the market; 

 EPA has already been consulted during the first national stakeholder meeting and 
impacts on the Environment will be minimal pending the successful installment of 
the waste water treatment center of the market as well as solid waste 
management; 

 MIMRA will contact David Strauss (Landowners’ Attorney) to address issues 
with the Jemenei lease (i.e. overlap of boundaries and setting up buffer zones) and 
work on an addendum to the Ports Authority lease; 

 MIMRA explain the future vision of the Fish Market center, which will not only 
sell fish and fish products, but will host local foods as well taking up a “Co-op 
Style” management of the facility being overseen by a Board of Directors to 
encourage private sector and community participation in addition to the 
management style of the Outer Island Fish Market Center in Delap. 

 
MIMRA thanked the landowners for their support and cooperation in this endeavor and 
look forward to future consultations prior to the implementation of the project.  
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３－２ 海洋資源公社鮮魚運搬船状況 

（１）各運搬船の現状 

① アレレ 

建造年月：1989年 

全長：11.7m、全幅：2.3m、深さ：1.41 m  

主機： 高出力 160HP 

国際トン数：5.0トン 

建造資金調達元：海外漁業協力財団 

現状：船体には問題はないが、故障したエンジン部品が製造中止のため修理不能。

2007年9月より運航停止、上架中。  

② イエップラップ 

建造年月：1996年2月 

全長：11.98m、幅：3.18m、深さ：1.35m  

国際トン数：14.0トン  

建造資金調達元：日本国政府 水産無償資金協力 

現状：老朽化のために船体の強度が低下し、係船時の岸壁との接触により、船体に

微小なクラックが入った。クラック部からFRP繊維内に浸透した海水がキールまで

至り、船体変形を起こして修理不能な状況となっている。 

③ レンタニル 

建造年月：1999年2月 

全長：16.11m、幅：3.66m、深さ：1.41 m  

主機： 高出力/回転数410HP/2250 rpm 

国際トン数：14.0トン  

建造資金調達元：海外漁業協力財団 

現状：状態も良く活用されている。ライントック号と同様の原因により、2007年に

エンジンがオーバーヒートし、マニュホールド交換。海外漁業協力財団による技術

指導後、事故は発生していない。 

④ ライントック 

建造年月：2002年2月 

全長：16.11m、幅：3.66m、深さ：1.41m  

主機：360HP/2600 rpm (定格出力) 

国際トン数：14.0トン  

建造資金調達元：日本国政府 水産無償資金協力 

現状：状態も良く活用されている。2006年2月にOFCFの協力によりエンジン換装を

した。当所ヤマハ製エンジンが搭載されていたが、エンジンの形状から機関室内で

シリンダーヘッド等の分解ができない仕様であったため、オーバーホール時にはキ

ャビン全体を外す必要があった。潤滑油不足でクランクシャフトが破損したため、

エンジンの換装を行い、この際にオリジナルのエンジンから、高さの低いエンジン

に乗せ変えた。 

2007年にエンジンオーバーヒートのためマニュホールド交換。オーバーヒートの原
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因は、船長の交代による操作留意事項の引継ぎミスにより、操船手が排水温度のオ

ーバーヒートアラームを無視してエンジンを高速回転したことにあるとされてい

る。その後、海外漁業協力財団が操船技術指導が行った。2007年に海洋資源公社の

費用負担によりレーダーの入れ替えを行い、現在は船体、エンジン、航海計器とも

に問題はない。 

⑤ ジョロック 

建造年月：2003年2月 

全長：11.32m、全幅：2.8m、深さ：1.02 m  

主機：船外機 100HP 2機 

国際トン数：約3.7トン 

建造資金調達元：海外漁業協力財団 

現状：状態も良くマジュロ～アルノ間の航行に活用されている。定期点検、定期上

架以外の大きな修理は行われていない。  

 

 

（２）鮮魚運搬船収入 

表７ AAFA プロジェクト鮮魚運搬船収入              単位：US$ 

2004 2005 2006 2007 年

度 

月 
人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 

1 298.00 450.00 50.75 53.45 79.50 10.00 135.25 496.00 

2 653.00 300.00 163.50 372.99 386.50 998.00 455.50 1,131.00 

3 516.00 1,045.00 163.50 0.00 185.20 740.00 342.50 2,346.50 

4 566.50 160.00 564.00 185.00 499.25 1,546.00 72.00 678.00 

5 155.00 630.00 175.75 300.00 36.50 430.00 0.00 209.00 

6 99.00 660.00 245.75 310.00 143.60 975.00 62.50 1744.00 

7 128.75 350.00 1,406.75 609.00 0.00 1,510.00 20.00 1036.00 

8 78.50 836.34 137.25 690.00 182.25 230.50 15.00 590.00 

9 115.00 104.99 109.75 2,085.36 83.75 880.00 320.25 65.00 

10 0.00 40.00 801.50 641.00 33.50 257.00 60.75 295.00 

11 88.75 200.00 522.50 620.00 109.25 722.00 0.00 3,954.08 

12 289.00 0.00 754.50 516.50 30.00 1962.00 826.75 960.00 

計 2,987.50 4,776.33 5,095.50 6,383.30 1,769.30 10,260.50 2,310.50 13,504.58 

データ出所：海洋資源公社 
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表８ COFDAS プロジェクト鮮魚運搬船収入               単位 US$ 

2004 2005 2006 2007 年 

 

月 人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 

1 - - 0 0 899.00 1,270.00 30.00 0

2 - - 0 0 890.97 40

3 - - 0 0 519.00 1,732.00 453.15 60

4 - - 489.50 0 240.00 0 981.65 0

5 - - 766.79 2100.00 1,272.17 80.00 911.16 1,450.00

6 - - 181.75 0 1,377.00 60.00 560.00 0

7 - - 915.26 0 929.95 120.00 1,468.65 0

8 - - 589.00 750.00 2,529.48 3,005.00 1,083.68 3,250.00

9 - - 936.00 120.00 1,896.12 2,300.00 0 0

10 - - 840.50 85.00 628.65 2,580.00 0 0

11 - - 174.50 160.00 866.41 2,995.00 1,035.71 0

12 - -  522.02 0 0 1,125.00

計 - - 4,893.30 3,215.00 11,679.80 14,142.00 7,414.97 5,925.00

データ出所：海洋資源公社  注)2004 年はデータ欠落のためなし 

 

表９ JAFP 鮮魚運搬船収入                        単位 US$ 

2004 2005 2006 2007 年 

 

月 
人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 人・貨物 ﾁｬｰﾀｰ 

1   0 0 0 0 67.30 225.75

2 246.00 2,600.00 0 0 0 120.00 0 0

3 1,073.56 590.00 0 0 1,302.30 1,680.00 333.65 0

4 382.00 440.00 925.91 40.00 136.50 136.50 0 0

5 924.90 1,090.00 111.00 400.00 885.52 1,020.00 0 240.00

6 1,679.50 1,200.00 557.33 0 300.00 6,680.00 381.20 220.00

7 1,395.00 454.50 0 0 873.50 1,000.00 346.37 0

8 1,125.50 636.00 1,545.75 0 883.50 2,246.54 239.24 0

9 1,646.50 2,395.20 330.00 0 317.00 0 0 90.00

10 885.38 3,310.00 204.50 0 604.99 150.00 1,476.52 9,700.00

11 730.00 489.62 2,281.25 0 0 314.00 499.75 6,150.00

12   160.00 0 992.70 3,250.00 0 0

計 10,088.34 13,205.32 6,115.74 440.00 6,296.01 16,597.04 3,344.03 16,625.75
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３－３ マーシャル国家庭の消費状況 

 

表１０ 家計に占める月間支出内訳（2002 年） 

支出内訳 金額(US$) 比率(%) 

食料費 512.12 30.93 

家屋費、水道光熱費等 225.15 13.60 

交通費 194.04 11.72 

教育・通信費 91.37 5.52 

レクレーション 33.14 2.00 

衣料費 56.99 3.44 

医療費 27.55 1.66 

アルコール飲料 20.57 1.24 

その他 494.84 29.89 

合計 1,655.77  

出所：統計局(RMI Statistical Yearbook 2004)   

備考：データはマジュロ、イバイ、ジャボール、リキエップの

657 世帯の 2002 年調査結果に基づく 

 

３－４ 氷の販売価格 

 

表１１ 海洋資源公社での氷の販売価格（2008 年 1 月現在） 

種 別 販売価格 

クーラーボックス（大）、約 300 リットル 8$/ボックス 

クーラーボックス（中）、約 130 リットル 5$/ボックス 

クーラーボックス（小）、約 45 リットル 3$/ボックス 
出所：海洋資源公社 

 

表１２ 海洋資源公社での氷の売上高  単位：US$ 

年／月 2004 2005 2006 2007  

1 618 496 564 204  

2 309 436 783 342  

3 379 1,078 716 153  

4 844 608 281 209  

5 680 582 200 326  

6 168 541 363 246  

7 651 1,441 218 325  

8 139 563 230 522  

9 267 582 251 309  

10 389 406 304 329  

11 457 572 282 150  

12 536 545 264 224 年平均 

年計 5,437 7,850 4,456 3,339 5,271 

出所：海洋資源公社 
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３－５ 要請機材の仕様・規模設定の検討（参考） 

 

１）鮮魚運搬船 

① 設計のための基礎情報 

a) 錨泊地と係留備品 

 港湾施設のない離島域では、定錨できないリーフ外海に漂泊する場合がある。北東

風が強い場合はかなり風により船が移動することからシーアンカー等の利用も考慮す

る。 

b) 安全備品 

 国内船であっても距岸 20 海里以遠（近海域）を航行することから、無線機、緊急用

通報システムなど十分な配慮が必要である。特に安全備品としては、ライフラフトは

有効であると考えるが、国内で整備することが出来ないことから、調達する場合は近

隣国で点検が可能なメーカーのものを調達する必要がある。 

c) 航海レンジ（航続距離） 

 通常の航路の航海レンジは、280 海里内外であるが、チャーター等でクワジェリン

などの離島へ行くこともあり、国内船として十分な航海レンジを確保する。 

d) 航海速力 

 夜間の各環礁へのアプローチはリーフ域には洗岩もありかなり危険である。経済性

を考慮して決定する必要があるが、定期ルートのマジュロ、ジャルート間 130 海里を

早朝に出発し、日暮れ前までに入港できる速度を考慮し 12ノット前後を計画する。 

e) 魚艙 

 運搬船は往路は氷を運搬し、各離島部で 3日間滞在しマジュロに帰港する。これま

でのデータから、離島部で集荷できる魚は 3日で約 1 トンでありこの魚を施氷下で運

搬できる 3m３を確保する。防熱中蓋を設けるなど防熱には特に留意する。 

f) 居室 

 「マ」国の国内船法規では、船員が休める寝台を準備することが義務付けられてお

り、 低限度ワッチを除く 2 名分の寝台を準備することが必要である。また、調理施

設についても国内船法規に定められており、船員が調理できる装備を計画する。船員

からの要望で、調理器具はプロパン仕様として欲しいとの要望があった。火災の危険

性を十分に検討のうえ調理機器を選出する必要がある。 

g) エンジンルーム 

 既存船において上部構造物（ホイールルーム）を外さないと主機分解ができない構

造があり、修理に 5ヶ月を要したことがある。機関室内でシリンダーヘッド分解等の

定期整備点検が行えるように十分なスペースを確保すること。表面水温が 25℃～27℃

あり、特に蓄電池の劣化が激しいエンジンルームの換気には十分配慮を行うこと。 

h) 塩害対策 

 暴露部の金属材質には特に塩害に留意したものとする。 

i) 燃料対策 

 マジュロで購入する燃料にゴミが混入しており、燃料フィルター詰まりが報告され

ている。燃料タンク、油水分離機間にストレーナーを設け安易に清掃が可能なように

配慮することが必要である。 
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② 概略仕様 

 現段階で考えられる概略仕様は以下のとおり。 

数量：2 隻 

材質：FRP  

全長：約 16m、全幅：約 3.8m、深さ：約 2.3m 

魚艙：3m3 

航海レンジ：500 マイル前後 

航行速度：12ノット前後 

主機：デーゼルエンジン (馬力は船体設計による) 

補機：なし 

発電機：主機駆動 DC 1.5KVA 程度 

油圧機器：揚錨用ウインドラス  

航海計器：コンパス、測深機(魚探)、レーダー、GPS およびプロッター（周辺海図入り） 

無線機：SSB150W-1 セット、VHF 25W -1 セット、非常通信用防水型携帯 VHF-1 セット (チ

ャージャー付） 

安全備品類：救命胴衣（マーシャルの国内船法により定員＋1)、救命いかだ（マーシャ

ル国内船法による）、救命浮輪 2（マーシャル国内船法による）、バドル 1（マーシャル

の国内船法による）、反射鏡（マーシャルの国内船法による）、発煙浮信号 1、信号紅炎

2、自己点火灯 1、船舶用火せん 1、NC 旗 1、消火器 3、黒球形象物 3、アンカーおよび

アンカーロープ（チェーン含む）１式、リアアンカ－および、アンカーロープ （チェ

ーン含む）1式 、シーパラシュート 1式、双眼鏡 1式、整備用工具  1 式、救急セット、

非常用食糧（マーシャル国内船法による） 

艤装類：灯火 1 式、汽笛、甲板照明、スポットライト（手動遠隔）、船尾 フラッグポ

ール、ウインドラス 1、デリックブーム 0.5 トンおよび付属ブロック、ロープ類（魚箱

等吊り上げ用） 

ポンプ類：ビルジポンプ（電動および手動）、雑用水ポンプ、清水ポンプ(手動または電

動)、燃料移送ポンプ 

導入を検討するもの：ライフラフト（安全確保のため日本の近海域に準じる）、EPIRB 1

（安全確保のため日本の近海域に準じる）、A 旗（潜水作業用に従事する場合、潜水灯

火）、黒色鼓形形象物１(漁労に従事する場合)、漁労灯火 1式（従事漁労による） 
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２）製氷機・貯氷庫 

 

氷の用途と利用量を基にした必要な製氷量については、基本設計調査時に再度詳細に調査する

必要があるが、現段階では図５のように計画する。場内での氷利用のフローは以下のとおりであ

る。 

     

水揚げ桟橋 市場内 外部

↓
船艙 魚箱 選別台 魚箱 計量 保管 保冷箱 販売

↑ ↑
かけ氷 かけ氷 販売台 消費者

↑

かけ氷

 

図５ 場内での氷利用のフロー 

 

●入荷量 

施設での取扱量 離島からの輸送量 168 トン/年 

施氷率  入荷時：30％   計量後および出荷時：70％  計 100％ 

場内販売 入荷量の 10％の 1.5 倍の施氷が、室温で魚を陳列するため保鮮に必要。 

1 日の入荷平均 

168 トン×100％＋168 トン×10％×150％＝193.2 トン/年 

１日あたりの平均氷必要量  193.2 トン/300 日＝644 kg/日となる。 

① 入荷量のピークの推定 

 一方、 大の入荷は、１日 2船が同時に荷揚げすることが想定される。 大で 2 船が同

時に荷揚げし、2 トンの魚が入った場合に対応できる氷の量を試算する。 

 2 トン×100％＋0.1 トン(場内販売)×150％＝2.15 トン/日 大となる。 

② 貯氷量の検討 

 1 日に平均で、0.64 トン/日の氷が必要となるが、船の配船計画から考慮すると、毎日入

港するわけではなく、ピーク時を基準として製氷量および貯氷量を検討する。既存の製氷

機の生産量は、通常は日産 500kg、1,000kg 1,200kg、1,700kg タイプが主流であり、製氷

機については、0.64 トン/日を生産できる 1,000kg/日のタイプとすることが考えられる。 

 貯氷量については、貯氷庫の検討また、フレーク氷は溶解により癒着しやすく、できる

限り回転を早くし作り置きしない方針とすると、ピーク時の 2.15 トンを考慮した 2 トンと

することが考えられる。 

③ 設置に関しての留意点 

 設置に関しては既存機器にて、凝縮器（コンデンサ）の塩害が顕著に起こっており、材

質、設置場所には十分留意する必要がある。また、制御盤等についても防湿、防塩対策を

十分にとる必要がある。 

④ 冷媒について 

 現在のところフロン R-22 の入手は可能であるが、将来的な冷媒の供給を考慮して代替冷

媒を利用して欲しいとの要望がでた。 
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３）市場用機材 

 

① 魚箱 

 各環礁・離島で漁労用として利用する魚箱として準備する。本計画において、鮮魚運搬

船 2隻を整備すると仮定し、各運搬船が約 1トンの鮮魚を集荷するための魚箱を試算する。

数量については基本設計時に再度見直しを行う。 

 a) 大型魚箱(氷小分け用) 約 300L  材質：PE    2 箱／隻 × 2 ＝  4 箱 

 b) 中型保冷箱(漁労用) 約 160L  材質：PE   10 箱／隻 × 2 ＝ 20 箱 

 c) トレー型魚箱 

 魚箱 1 個あたり、50kg の魚が入る。運搬船が 2 隻同時に入港した場合を考慮し、2.0 ト

ンが収納できる量を試算する。施設内での利用となる。 

 寸法（外）：約 910×600×300mm 材質：PE 40 箱 

 これに加え、市場での鮮魚保管方式の選択によっては、さらに保冷魚箱を整備する必要

が生じる可能性も考えられる。 

② 秤：大型秤および小売用秤 

 秤は、鮮魚受け入れ用として 1 台、小売用はブース数と同数として試算する。 

 計量用のデジタル秤（ポンド表示）  300 Lbs 魚計量用 1 台 

 小分け販売用デジタル秤（ポンド表示） 50 Lbs 料金計算機能付 4 台 

③ 市場用魚販売テーブル 

 什器として設置するか、施設として台を作るかは検討を要するが、展示量は中型 1 コン

テナ分(約 150kg)程度と計画することが妥当と考えられる。環礁毎に鮮魚販売する将来計画

も踏まえ、ブース数を検討する必要がある。 

④ 魚仕分けテーブル  

 入荷した魚を仕分けするテーブルである。中型保冷箱 1 箱が処理できる大きさのテーブ

ルを 1台することが考えられる。 

⑤ 魚加工テーブル (簡易加工用)  

 魚販売所に 1 台配置する。船型のシンクとし、内部にまな板が設置できる仕様とするこ

とが妥当と考えられる。 

⑥ 無線機 SSB および VHF（集荷船、各ベースとの交信用） 

 各漁業基地、鮮魚運搬船との連絡用に SSB および VHF 無線機を整備することが妥当と考

えられる。 

a) SSB 無線機 : 150W 海事帯域、アンテナ 1 式(カプラー含む) 

b) VHF 無線機 ：  25W 海事帯域、アンテナ 1 式(上記アンテナにサイドアームにて取り付け)  

c) アンテナ塔 : 1 式  16m  
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３－６ 環境関連情報 

 
（１）環境関連法規則 
 

法令 

- National Environmental Protection Act, 1984 

- Planning and Zoning Act, 1987 

- Coast Conservation Act, 1988 

- Historic Preservation Act, 1991 

- Tourism Act, 1991 

- Land Acquisition Act, 1986 

- Public Lands and Resources Act (1988 Title 9, Chapter 1, Section 3) 

- Land Recording and Registration Act, 2003 

- Marine Mammal Protection Act, 1990 

 

規則 

- Environmental Impact Assessment Regulations 1994 

- Earthmoving Regulations, 2004 

- Marine Water Quality Regulations, 1992 

- Public Water Supply Regulations, 1994 

- Toilet Facilities and Sewage Disposal Regulations, 1996 

- Solid Waste Regulations, 1989 

 

枠組み 

- RMI Coastal Management National Framework, 2007  
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（２）マーシャル諸島において保護対象に相当すると考えられる動植物種 
学名 和名（英名） 位置づけ 機関 

哺乳類 

全てのクジラ、ネズミイ
ルカ、イルカ類 

全ての鯨類  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Balaenoptera borealis イワシクジラ 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Balaenoptera edeni ニタリクジラ 情報不足 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Balaenoptera 
musculus 

シロナガスクジラ 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅰ掲載

Megaptera 
novaengliae 

ザトウクジラ 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅰ掲載

Physeter 
macrocephalus 

マッコウクジラ 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 

Feresa attenuate ユメゴンドウ 情報不足 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Orcinus orca シャチ Lower Risk IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Globicephala 
macrorhynchus 

コビレゴンドウ Lower Risk IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Lagenodelphis hosei サラワクイルカ 情報不足 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Grampus griseus ハナゴンドウ 情報不足 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Stenella longirostris ハシナガイルカ Lower Risk IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Stenella coeruleoalba スジイルカ Lower Risk IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Stenella attenuate マダライルカ Lower Risk IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Monochus 
Schauinslandi 

Hawaiian monk seal 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 

 
鳥類 

Diomedea albatrus アホウドリ 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅰ掲載

Paffinus bulleri ミズナギドリ類 Lower Risk IUCN レッドデータブック 
Oceanodroma castro ウミツバメ類  Hawaii 
Gallirallus wakensis クイナ類 絶滅 IUCN レッドデータブック 
Nemenius tahitiensis ハリモモチュウシャク 絶滅危惧Ⅱ類 IUCN レッドデータブック 
Ducula oceanica 
ratakensis 

Ratak Micronesian 
Pigeon 

絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 
マジュロでは絶滅 

 
爬虫類 

Chelonia mydas アオウミガメ 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅰ掲載

Caretta caretta アカウミガメ 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅰ掲載

Eretmochelys 
imbricate 

タイマイ 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅰ掲載

Lepidochelys olivacea Pacific Ridley turtle 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅰ掲載

Demochelys coriacea オサガメ 絶滅危惧Ⅰ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅰ掲載

Varanus spp. オオトカゲの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載
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魚類 

Rhincodon typus ジンベイザメ 情報不足 IUCN レッドデータブック 
Carcharodon 
carcharias 

Great white shark 絶滅危惧Ⅱ類 IUCN レッドデータブック 

Carcharhinus limatus オグロメジロザメ Lower Risk(near 
threatened) 

IUCN レッドデータブック 

Sphyrnidae spp. シュモクザメの一種 未評価 IUCN レッドデータブック 
Doryrhamphus 
dactyliophorus 

オイランヨウジ 情報不足 IUCN レッドデータブック 

 
節足動物 

Birgus latro ヤシガニ 情報不足 IUCN レッドデータブック 
 
軟体動物 

Hippopus hippopus ゴカイ類  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Tridacna derasa ゴカイ類 絶滅危惧Ⅱ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Tridacna gigas ゴカイ類 絶滅危惧Ⅱ類 IUCN レッドデータブック 
ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Tridacna maxima ゴカイ類  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Tridacna squamosa ゴカイ類  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

 
刺胞動物門（サンゴ） 

Heliopora spp. アオサンゴの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Tubipora spp. クダサンゴの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Oder Antipatharia, 
Family Antipathidae 

Black coral  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Scleractinia イシサンゴ類  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Acropora spp. シカノツノサンゴの一
種 

 ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Euphyllia spp. ハナサンゴの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Favia spp. キクメイシの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Fungia spp. クサビライシの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Halomitra spp. カブトサンゴの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Lobophyllis spp. ハナガタサンゴの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Merulina spp. Merlina  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Pavona spp. シコロサンゴの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Pectinia spp. ウミバラの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Platygyra spp. ノウサンゴの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Pocillopora spp. イボハナヤサイサンゴ
の一種 

 ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Polyphyllia spp. Feather coral  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Seriatopora spp. トゲサンゴの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Stylophora spp. ショウガサンゴの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Milepora spp. サンゴモドキの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Stylansteridae Lace coral  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

植物 

Cactus spp. サボテンの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Aloe spp. アロエの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

Freshy Euphorbia spp. トウダイグサの一種  ワシントン条約付属書Ⅱ掲載

注：ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora)：付

属書Ⅰ（商業目的の国際取引が原則禁止）、付属書Ⅱ（商取引に輸出国の許可が必要） 
IUCN：国際自然保護連合 

出所：The Marshall Islands-Living Atolls Amidst the Living Sea, The National Biodiversity Report of the 

Republic of the Marshall Island、E-26
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（３）マーシャル国の法律に基づく保護対象種 
種名 生息域 保護の理由等 他の機関による絶滅危惧の

指定状況等 
全ての海綿動物 海洋 商業上 － 
Trochus niloticus, 
Trochus maximus 

海洋 商業上 
採取期間の制限 

－ 

クロチョウガイ 海洋 商業上 
採取期間の制限 

－ 

タイマイ 海洋、北部環礁 RMI 絶滅危惧種 IUCN レッドデータブック 
米国 

オサガメ 海洋 RMI 絶滅危惧種 IUCN レッドデータブック 
米国 

アオウミガメ 海洋、北部環礁 商業捕獲禁止 IUCN レッドデータブック 
米国 

アカウミガメ 海洋 商業捕獲禁止 IUCN レッドデータブック 
米国 

Pacific Ridley turtle 海洋 商業捕獲禁止 IUCN レッドデータブック 
米国 

Ducula oceanica 
ratakensis 

アルノ、ミリ環礁 RMI 絶滅危惧種 米国 

マダライルカ 海洋 海洋哺乳類保護法 ワシントン条約 
IUCN レッドデータブック 

Stenella attenuate 
graffmani 

海洋 海洋哺乳類保護法 ワシントン条約 
IUCN レッドデータブック 

Eastern spinner dolphin 海洋 海洋哺乳類保護法 ワシントン条約 
IUCN レッドデータブック 

ハシナガイルカ 海洋 海洋哺乳類保護法 ワシントン条約 
IUCN レッドデータブック 

Costa Rica spinner dolphin 海洋 海洋哺乳類保護法 ワシントン条約 
IUCN レッドデータブック 

イルカ 海洋 海洋哺乳類保護法 ワシントン条約 
IUCN レッドデータブック 

スジイルカ 海洋 海洋哺乳類保護法 ワシントン条約 
IUCN レッドデータブック 

全てのハクジラ（マイルカ科
/ネズミイルカ科） 

海洋 海洋哺乳類保護法 ワシントン条約 
IUCN レッドデータブック 

シロナガスクジラ 海洋 RMI 絶滅危惧種 ワシントン条約 
IUCN レッドデータブック 
米国 

マッコウクジラ 海洋 RMI 絶滅危惧種 ワシントン条約 
IUCN レッドデータブック 
米国 

注：海洋哺乳類保護法 (Marine Mammal Protection Act 1990) 
出所：The Marshall Islands-Living Atolls Amidst the Living Sea, The National Biodiversity Report of the 

Republic of the Marshall Island、E-26
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（４）EIAのフロー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：マーシャル国環境保護局、収集資料E-13 
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３－７ ＳＰＣ作成の漁民インタビューアンケート用紙 
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